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警
察
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案　

新
旧
対
照
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警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
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政
令
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百
五
十
一
号
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傍
線
の
部
分
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改
正
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分
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行
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表
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一
（
第
四
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
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警
視
庁
及
び
道
府
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
の
基
準 

警
視
庁
及
び
道
府
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
の
基
準 

第
一　

部
の
名
称
及
び
所
掌
事
務 

第
一　

部
の
名
称
及
び
所
掌
事
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一　

警
務
部 

一　

警
務
部 

イ
～
ム　

（
略
） 

イ
～
ム　

（
略
） 

ウ　

サ
イ
バ
ー
事
案
（
法
第
五
条
第
四
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
サ
イ

（
新
設
） 

バ
ー
事
案
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
警

 

察
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
～
五　

（
略
） 

二
～
五　

（
略
） 

第
二　

（
略
） 

第
二　

（
略
） 

第
三　

人
口
、
犯
罪
発
生
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
き
は

第
三　

人
口
、
犯
罪
発
生
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
き
は

、
第
一
の
基
準
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
各
号
に
掲
げ
る
部
の
ほ
か
、
警
務

、
第
一
の
基
準
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
各
号
に
掲
げ
る
部
の
ほ
か
、
警
務

部
の
所
掌
事
務
（
サ
イ
バ
ー
事
案
に
関
す
る
警
察
に
関
す
る
こ
と
を
除
く

部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
所
掌
す
る
総
務
部
、
地
域
警
察
そ
の
他
の
警
ら

。
）
の
一
部
を
所
掌
す
る
総
務
部
、
サ
イ
バ
ー
事
案
に
関
す
る
警
察
に
関

に
関
す
る
こ
と
を
所
掌
す
る
地
域
部
、
警
備
警
察
に
関
す
る
こ
と
を
所
掌

す
る
こ
と
を
所
掌
す
る
サ
イ
バ
ー
警
察
部
、
地
域
警
察
そ
の
他
の
警
ら
に

す
る
公
安
部
そ
の
他
第
一
各
号
の
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
所
掌
す
る
部

関
す
る
こ
と
を
所
掌
す
る
地
域
部
、
警
備
警
察
に
関
す
る
こ
と
を
所
掌
す

を
置
き
、
又
は
部
の
名
称
若
し
く
は
所
掌
事
務
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
公
安
部
そ
の
他
第
一
各
号
の
部
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
所
掌
す
る
部
を

る
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、
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所
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事
務
を
変
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す
る
こ
と
が
で
き
る
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第
四　

（
略
）

第
四　

（
略
）


